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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内周部に凹凸状のクリック部を有するダイヤルと、
　該ダイヤルを回転可能に支持する軸受部と、
　該軸受部の周囲に取り付けられ、湾曲部、前記湾曲部から径方向外側に突出して前記ク
リック部に弾性的に係合する凸部、及び前記凸部と前記湾曲部との間に形成される曲げ部
を有するバネ部材と、を備える電子機器において、
　前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部材の前記曲げ部に対向する前記軸受部の
領域に、径方向の厚みを前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部材の前記湾曲部に
対向する前記軸受部の領域における径方向の厚みよりも薄くした薄肉部を形成することを
特徴とする電子機器。
【請求項２】
　内周部に凹凸状のクリック部を有するダイヤルと、
　該ダイヤルを回転可能に支持する軸受部と、
　該軸受部の周囲に取り付けられ、湾曲部、前記湾曲部から径方向外側に突出して前記ク
リック部に弾性的に係合する凸部、及び前記凸部と前記湾曲部との間に形成される曲げ部
を有するバネ部材と、を備える電子機器において、
　前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部材の前記曲げ部に対向する前記軸受部の
領域に切欠き部を形成することを特徴とする電子機器。
【請求項３】
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　前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部材の前記凸部に対向する前記軸受部の領
域に、該凸部に向けて突出する補強凸部を設けた、ことを特徴とする請求項１または２に
記載の電子機器。
【請求項４】
　前記バネ部材の前記湾曲部と前記ダイヤルとの間に形成されるリブを有することを特徴
とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、デジタルカメラ等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラを使用する際には、一般に、撮影モードに設定して被写体を撮影した後
、再生モードに切替えて撮影した内容をＬＣＤ等の表示部に表示して確認する。また、撮
影モードには、露出や合焦等の各種設定を自動設定するオート撮影モードや、使用者が好
みに応じて自ら設定するマニュアル撮影モード、さらには特殊な撮影条件に適した設定を
行うための各種の撮影モードがある。
【０００３】
　そして、これらの複数のモードを切り替える手段としては、ダイヤルの回転操作により
各種モードを切り替えるモード切替ダイヤルが操作性がよいことから多く用いられている
。
【０００４】
　図８に、従来のデジタルカメラを背面側から見た図を示す（特許文献１）。このデジタ
ルカメラは、カメラ本体１０１の前面側に不図示の撮影レンズが設けられ、背面側にＬＣ
Ｄ等の表示部１０３が設けられている。また、カメラ本体１０１の上面には、レリーズボ
タン１０４及びモード切替ダイヤル１０５が設けられている。
【０００５】
　カメラが撮影モードの場合は、例えば撮影レンズが収納位置から撮影位置まで突出し、
レリーズボタン１０４を押して撮影した被写体画像が表示部１０３に随時表示され、再生
モードの場合はメモリカード等に記録済みの被写体画像が表示部１０３に表示される。
【０００６】
　レリーズボタン１０４は、使用者がカメラ本体１０１を保持した状態で操作し易い位置
に配置されている。使用者は、表示部１０３で被写体を確認しながら撮影画角を設定し、
レリーズボタン１０４を押して被写体像を撮影する。
【０００７】
　モード切替ダイヤル１０５は、外周部１０５ａの一部がカメラ本体１０１の背面側に露
出して、使用者が回転操作し易いようになっている。モード切替ダイヤル１０５には、各
種モードのアイコンが表示されており、モード切替ダイヤル１０５を回転させて、任意の
アイコンをカメラ本体１０１に設けた指標に合わせることで、そのアイコンに該当するモ
ードに切り替えることができる。また、カメラ本体１０１には、指標にアイコンが合致す
る位置でモード切替ダイヤル１０５の回転を静止させるためのクリック機構が設けられて
いる。
【０００８】
　モード切替ダイヤル１０５（以下、ダイヤル１０５という）のクリック機構は、クリッ
ク板バネ方式と呼ばれるものである。このクリック機構は、例えば、図９に示すように、
カメラ本体１０１のダイヤル取付部１０１ａ、接点取付部１０７、ダイヤルビス１０８、
接点ブラシ１０９、接点取付ビス１１０、ダイヤル基板１１１を備える。
【０００９】
　ダイヤル取付部１０１ａには、ダイヤル１０５のダイヤル軸１０５ｂを回転可能に支持
する軸受部１０１ｂが設けられている。また、軸受部１０１ｂの周囲を囲むように板バネ
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取付部１０１ｃが設けられ、該板バネ取付部１０１ｃにクリック板バネ１０６が配置され
ている。クリック板バネ１０６は、帯状の板バネ材を略Ｃ字形状に曲げて形成されて、そ
の周方向の中間部に径方向外側へ突出した凸部１０６ａを有する。
【００１０】
　ダイヤル１０５の内周部には、凹凸状のクリック部１０５ｃが設けられ、このクリック
部１０５ｃには、ダイヤル１０５を回転させた場合に、所定の回転角度ごとにクリック板
バネ１０６の凸部１０６ａが弾性的に係合するようになっている。これにより、所定の回
転角度ごとに、ダイヤル１０５の回転角度位置が保持される。
【００１１】
　また、ダイヤル軸１０５ｂの先端にはビス穴１０５ｄが設けられ、このビス穴１０５ｄ
には、接点取付部１０７がカメラ本体１０１の内面側に当接するように設けられる。そし
て、接点取付部１０７のビス穴１０７ａに、接点取付ビス１１０によって接点ブラシ１０
９が取り付けられる。
【００１２】
　接点ブラシ１０９は、ダイヤル基板１１１と当接するように設けられており、ダイヤル
１０５を回転させた場合に、ダイヤル１０５のダイヤル軸１０５ｂを中心に接点取付部１
０７と一体に回転する。
【００１３】
　接点ブラシ１０９と当接するダイヤル基板１１１には、接点ブラシ１０９の回転軌道に
対応する位置に、導電パターン１１１ａが設けられている。この導電パターン１１１ａは
、複数の分割された円弧状のパターンを有し、この複数の分割された円弧状のパターンに
よって、ダイヤル１０５を回転させた場合に、所定の回転角度位置ごとに接点を切り替え
ることが可能となる。
【００１４】
　クリック板バネ１０６は、前述したように、周方向の中間部に径方向外側に突出した凸
部１０６ａを有しており、凸部１０６ａの両側には、先端部１０６ｂ，１０６ｃに向けて
略Ｃ字形状に曲げられた湾曲部１０６ｄ，１０６ｅが配置されている（図１０参照）。
【００１５】
　ダイヤル取付部１０１ａには、図１１に示すように、軸受部１０１ｂからカメラ本体１
０１の背面側に略Ｔ字状に延びる当接部１０１ｄが設けられている。また、ダイヤル取付
部１０１ａには、カメラ本体１０１の前面側の軸受部１０１ｂの周囲に、円弧状の一対の
リブ１０１ｅ，１０１ｆが円周方向に互いに離間して設けられている。
【００１６】
　そして、図１１に示すように、クリック板バネ１０６の先端部１０６ｂ，１０６ｃを当
接部１０１ｄに当接させて、凸部１０６ａを図１１の下方向（カメラ本体１０１の背面側
）に押しながらダイヤル取付部１０１ａの一対のリブ１０１ｅ，１０１ｆ間に組み込む。
【００１７】
　かかる該組み込み状態においては、クリック板バネ１０６の湾曲部１０６ｄ，１０６ｅ
が湾曲して凸部１０６ａを図１１の上方向（カメラ本体１０１の前面側）へ押し戻す力が
生じる。
【００１８】
　この状態で、図１２に示すように、ダイヤル１０５を組み込むと、凸部１０６ａがダイ
ヤル１０５の内周面のクリック部１０５ｃの凹部１０５ｅに係合すると共に、リブ１０１
ｅ，１０１ｆに挟まれた状態となる。これにより、ダイヤル１０５を静止させた状態で保
持することができる。
【００１９】
　そして、この状態で、図１３に示すように、ダイヤル１０５を矢印方向（図１３の反時
計回り方向）へ回転させると、ダイヤル１０５のクリック板バネ１０６の凸部１０６ａに
当接する部分が凹部１０５ｅから凸部１０５ｆに遷移する。この遷移する間は、クリック
板バネ１０６の凸部１０６ａがさらに下方向（カメラ本体１０１の背面側）に押される。
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【００２０】
　したがって、クリック板バネ１０６の湾曲部１０６ｄ，１０６ｅはさらに湾曲して凸部
１０６ａに対してより強い押し戻し力が生じ、これにより、ダイヤル１０５の回転を戻そ
うとする抵抗力が生じる。
【００２１】
　この抵抗力に抗してさらにダイヤル１０５を回転させると、ダイヤル１０５の凸部１０
６ａに当接する部分が凸部１０５ｆから凹部１０５ｇに遷移する間は、凸部１０６ａの押
し戻す力によってダイヤル１０５の回転を促進する力が生じる。この抵抗力と促進力とが
切り替わる作用によって、ダイヤル１０５の回転時にクリック力を得ることができる。
【００２２】
　図１４に、従来の他のモード切替ダイヤルのクリック機構を示す（特許文献２）。この
クリック機構は、接点ブラシ２０５に複数のクリック穴２０５ａを設け、ダイヤル取付部
２０３の内側に凹部２０３ａを設けて該凹部２０３ａに鋼球２０４を配置している。
【００２３】
　そして、カメラ本体２０２の背面側上部に配置されるダイヤル２０１の回転により複数
のクリック穴２０５ａのいずれかが鋼球２０４に係合する作用によってクリック機能を持
たせている。
【００２４】
　このクリック機構は、図１２及び図１３に示すクリック機構のようにダイヤル内部に配
置されるものではなく、接点ブラシ２０５でクリック機構を兼用している。従って、ダイ
ヤル形状のサイズやデザインに自由度がある反面、ダイヤルを全周回転させることができ
ない。また、クリック穴２０５ａと鋼球２０４との係合でクリックトルクを得るため、ト
ルクが弱く、クリックの振動による接点接触が不安定になる他、カメラ内部のブラシ外径
が大きくなりやすい。
【特許文献１】特開２００５－６３８９６号公報
【特許文献２】特開２００４－３４７６４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　ところで、特に通常の小型デジタルカメラでは、撮影レンズを外圧や衝撃から保護する
と同時に機器としてのコンパクト性を維持するため、非撮影時には撮影レンズをカメラ本
体に沈胴して収納するものが多い。
【００２６】
　このため、デジタルカメラを鞄類等に収納した場合等において、モードが切り替わって
撮影レンズが収納位置から撮影位置まで突出して外圧を受け易い状態にならないように、
モード切替ダイヤルの不用意な回転を避けることが必要である。
【００２７】
　この場合、図１２及び図１３に示すクリック板バネ方式を採用したダイヤル１０５の方
が、図１４に示すダイヤル２０１に比べてダイヤルの回転トルクを適正に保つことができ
るので、不用意なダイヤルの回転を避けるうえで有利である。
【００２８】
　しかし、図１２及び図１３に示す所謂クリック板バネ方式を採用したダイヤル１０５で
は、デジタルカメラの小型化に伴うダイヤルの小径化が難しい。
【００２９】
　即ち、ダイヤル１０５の小径化に応じてクリック板バネ１０６を薄肉化すると、前述し
た凸部１０６ａの押し戻す力も弱まり、十分なクリック力が得られない。
【００３０】
　一方、クリック板バネ１０６の板厚をそのままにしてダイヤル１０５を小径化すると、
湾曲部１０６ｄ，１０６ｅに過剰な曲げ応力が発生してバネ折れの原因となる。このバネ
折れを回避するためにはダイヤル１０５のクリック部１０５ｃの凹凸差を減らす必要が生



(5) JP 5039582 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

じ、クリック力が不安定になりやすい。
【００３１】
　そこで、本発明は、ダイヤルを小径化しても十分且つ安定したクリック力を得ることが
できるようにして、ダイヤルの不用意な回転を回避することができる電子機器を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、内周部に凹凸状のクリック部を有す
るダイヤルと、該ダイヤルを回転可能に支持する軸受部と、該軸受部の周囲に取り付けら
れ、湾曲部、前記湾曲部から径方向外側に突出して前記クリック部に弾性的に係合する凸
部、及び前記凸部と前記湾曲部との間に形成される曲げ部を有するバネ部材と、を備える
電子機器において、前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部材の前記曲げ部に対向
する前記軸受部の領域に、径方向の厚みを前記軸受部の周囲に取り付けられた前記バネ部
材の前記湾曲部に対向する前記軸受部の領域における径方向の厚みよりも薄くした薄肉部
を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の電子機器によれば、ダイヤルを小径化しても十分且つ安定したクリックトルク
を得ることができるので、ダイヤルの不用意な回転を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００３５】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態である電子機器の一例としてのデジタルカメラを説明す
るための図であり、（ａ）はデジタルカメラを前面側から見た外観斜視図、（ｂ）はデジ
タルカメラを背面側から見た外観斜視図である。なお、本実施形態では、非撮影時にはカ
メラ本体内に撮影レンズを収納するタイプのデジタルカメラを例に採る。
【００３６】
　本実施形態のデジタルカメラは、カメラ本体１の前面側に撮影レンズ２及びグリップ部
４が設けられ、カメラ本体１の背面側に表示部３、ズームレバー５及びモード切替ダイヤ
ル７が設けられ、カメラ本体１の上面にはレリーズボタン６が設けられている。
【００３７】
　モード切替ダイヤル７により撮影モードが選択されると、撮影レンズ２が収納位置から
撮影位置まで突出し、レリーズボタン６を押して撮影した被写体の画像が表示部３に随時
表示される。また、モード切替ダイヤル７により再生モードが選択されると、メモリカー
ド等に記録済みの被写体画像が表示部３に表示される。
【００３８】
　グリップ部４は、使用者が右手で保持した状態でズームレバー５、レリーズボタン６、
モード切替ダイヤル７等を操作しやすい形状になっている。使用者は、グリップ部４を保
持した状態で表示部３で被写体を確認しながらズームレバー５を操作して撮影画角を設定
し、レリーズボタン６を押して被写体像を撮影することができる。
【００３９】
　モード切替ダイヤル７は、カメラ本体１の背面側において、表示部３の右上に配置され
ている。また、モード切替ダイヤル７は、カメラ本体１を保持した右手の人差し指で回転
操作し易いように外周部７ａの一部がカメラ本体１の上面側に露出しており、また、露出
部分以外の部位からは回転操作し難くなっている。
【００４０】
　モード切替ダイヤル７には、図２に示すように、各種モードを表す複数のアイコン７ｂ
が印刷されており、任意のアイコン７ｂがカメラ本体１に設けた指標１ａに合致する位置
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でモード切替ダイヤル７が静止するようになっている。モード切替ダイヤル７を回転させ
、複数のアイコン７ｂのいずれかを指標１ａに合わせることで、そのアイコンに該当する
モードに切り替えることができる。
【００４１】
　次に、アイコン７ｂが指標１ａに合致する位置でモード切替ダイヤル７の回転を静止さ
せるためのクリック機構について説明する。
【００４２】
　モード切替ダイヤル７（以下、ダイヤル７という）のクリック機構は、クリック板バネ
方式を採用している。このクリック機構は、図２及び図３に示すように、カメラ本体１の
ダイヤル取付部１ｂ、クリック板バネ８、ダイヤルビス９、接点ブラシ１０、ダイヤル基
板１１を備える。
【００４３】
　ダイヤル取付部１ｂには、ダイヤル７のダイヤル軸７ｃを回転可能に支持する軸受部１
ｃが設けられている。また、軸受部１ｃの周囲を囲むように板バネ取付部１ｄが設けられ
、この板バネ取付部１ｄに、クリック板バネ（バネ部材）８が配置されている。クリック
板バネ８は、帯状の板バネ材を略Ｃ字形状に曲げて形成されて、その周方向の中間部に径
方向外側に突出した凸部８ａを有する。
【００４４】
　ダイヤル７の内周部には、凹凸状のクリック部７ｄが設けられ、このクリック部７ｄに
は、ダイヤル７を回転させた場合に、所定の回転角度ごとにクリック板バネ８の凸部８ａ
が弾性的に係合するようになっている。これにより、所定の回転角度ごとに、ダイヤル７
の回転角度位置が保持される。
【００４５】
　また、ダイヤル軸７ｃの先端にはビス穴７ｅが設けられている。本実施形態では、ダイ
ヤル軸７ｃの先端に接点ブラシ１０がビス９によって直接取り付けられており、従来例で
説明した接点取付部とダイヤルビスが省略されている。これにより、ダイヤル７の小径化
を実現している。そして、接点ブラシ１０は、ダイヤル基板１１と当接するように設けら
れており、ダイヤル７を回転させた場合に、ダイヤル７のダイヤル軸７ｃを中心に回転す
る。
【００４６】
　また、接点ブラシ１０と当接するダイヤル基板１１には、接点ブラシ１０の回転軌道に
対応する位置に、複数の分割された円弧状のパターンを有する導電パターン１１ａが設け
られている。この導電パターン１１ａの複数の分割された円弧状のパターンによって、ダ
イヤル７を回転させた場合に、所定の回転角度位置ごとに接点を切り替えることが可能と
なる。
【００４７】
　クリック板バネ８は、前述したように、周方向の中間部に径方向外側に突出した凸部８
ａを有しており、凸部８ａの両側には、図４に示すように、先端部８ｂ，８ｃに向けて略
Ｃ字形状に曲げられた湾曲部８ｄ，８ｅが形成されている。また、凸部８ａと湾曲部８ｄ
，８ｅとの間には曲げ部８ｆ，８ｇが形成されている。
【００４８】
　ダイヤル取付部１ｂには、軸受部１ｃからカメラ本体１の下側に向けて略Ｔ字状に延び
る当接部１ｇが設けられている。また、ダイヤル取付部１ｂには、カメラ本体１の上側を
向く軸受部１ｃの周囲に、円弧状の一対のリブ１ｈ，１ｉが円周方向に互いに離間して設
けられている。
【００４９】
　そして、クリック板バネ８を先端部８ｂ，８ｃを当接部１ｇに当接させた状態で、凸部
８ａを図４の下方向（カメラ本体１の下側）に押しながらダイヤル取付部１ｂの一対のリ
ブ１ｈ，１ｉ間に組み込む。
【００５０】
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　かかる組み込み状態においては、クリック板バネ８の湾曲部８ｄ，８ｅが湾曲して凸部
８ａを図４の上方向（カメラ本体１の上側）に押し戻す力が生じる。
【００５１】
　この状態で、ダイヤル７を軸受部１ｃに組み込むと、凸部８ａがダイヤル７の内周面の
クリック部７ｄに係合すると共に、リブ１ｈ，１ｉに挟まれた状態となり、これにより、
ダイヤル７を静止させた状態に保持することができる。リブ１ｈ，１ｉはダイヤル７とク
リック板バネ８の曲げ部８ｆ，８ｇとの間に位置している。
【００５２】
　ここで、本実施形態では、軸受部１ｃは円筒状に形成されており、また、軸受部１ｃの
外周面にはクリック板バネ８の曲げ部８ｆ，８ｇと対向する領域に薄肉部１ｅが設けられ
ている。これにより、ダイヤル７の小径化したことで、クリック板バネ８の収納空間が狭
くなるのを回避している。また、薄肉部１ｅは、ダイヤル７の外周部７ａがカメラ本体１
の上面側に露出する方向と略一致する方向に配置されている。
【００５３】
　また、軸受部１ｃの外周面であってクリック板バネ８の凸部８ａに対向する部分には、
該凸部８ａに向けて突出する補強凸部１ｆが設けられている。この補強凸部１ｆの周方向
の両側に、それぞれ前述した薄肉部１ｅが配置されている。補強凸部１ｆは、凸部８ａに
干渉しない範囲で薄肉部１ｅ以外の領域における軸受部１ｃの直径よりも径方向外側に突
出して、薄肉部１ｅによる軸受部１ｃの強度不足を補うようになっている。
【００５４】
　次に、ダイヤル７を回転操作した際のクリック機構の動作例について説明する。
【００５５】
　使用者は、カメラ本体１のグリップ部４を右手で保持し、人差し指でカメラ本体１の上
面側に露出したダイヤル７の外周部７ａを押圧しつつ外周部７ａの接線方向に回してダイ
ヤル７を図４の矢印方向に回転させる。
【００５６】
　ダイヤル７を図４の矢印方向に回転させると、図５に示すように、ダイヤル７のクリッ
ク板バネ８の凸部８ａに当接する部分が凹部７ｆから凸部７ｇに遷移する間に凸部８ａが
さらに下方向（カメラ本体１の下側）に押される。従って、クリック板バネ８の湾曲部８
ｄ，８ｅはさらに湾曲して凸部８ａに対してより強い押し戻し力が生じ、これによりダイ
ヤル７の回転を戻そうとする抵抗力が生じる。
【００５７】
　このとき、クリック板バネ８の凸部８ａが下方向（カメラ本体１の下側）に押されて凸
部８と湾曲部８ｄ，８ｅとの間の曲げ部８ｆ，８ｇが軸受部１ｃに接近する。しかし、本
実施形態では、ダイヤル７を小径化しても、前述したように、軸受部１ｃに薄肉部１ｅを
設けてクリック板バネ８の収納空間が狭くならないようにしている。
【００５８】
　このため、クリック板バネ８の曲げ部８ｆ，８ｇが軸受部１ｃに干渉するのを回避する
ことができ、この結果、クリック板バネ８は必要な大きさを確保したままダイヤル取付部
１ｂに収納することができる。
【００５９】
　続いて、さらにダイヤル７を回転させると、ダイヤル７の凸部８ａに当接する部分が凸
部７ｇから凹部７ｈに遷移する間は凸部８ａの押し戻す力によってダイヤル７の回転を促
進する力が生じる。この促進力と前述した抵抗力とが切り替わる作用によって、ダイヤル
７の回転時にクリック力を得ることができる。
【００６０】
　以上説明したように、本実施形態では、軸受部１ｃの外周面にはクリック板バネ８の曲
げ部８ｆ，８ｇと対向する領域に薄肉部１ｅを設けているので、ダイヤル７を小径化して
も、クリック板バネ８は必要な大きさを確保したままダイヤル取付部１ｂに収納すること
ができる。
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【００６１】
　これにより、ダイヤル７を小径化しても十分且つ安定したクリック力を得ることができ
、ダイヤル７の不用意な回転を回避することができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、薄肉部１ｅの凸部８ａに対向する部分に補強凸部１ｆを設けて
、薄肉部１ｅによる軸受部１ｃの強度不足を補強しているので、ダイヤル７が強い力で押
されても、軸受部１ｃに対して十分な強度及び耐久性を確保することができる。
【００６３】
　更に、本実施形態では、補強凸部１ｆを、凸部８ａに干渉しない範囲で薄肉部１ｅ以外
の領域における軸受部１ｃの直径よりも径方向外側に突出させている。このため、凸部８
ａに干渉しない範囲を最大限利用して補強凸部１ｆが設けられることになるため、薄肉部
１ｅによる軸受部１ｃの強度不足を確実に補強することができる。
【００６４】
　更に、本実施形態では、軸受部１ｃの薄肉部１ｅは、ダイヤル７の外周部７ａがカメラ
本体１の上面側に露出する方向、すなわち軸受部１ｃがダイヤル軸７ｃに押されない方向
に配置されている。このため、ダイヤル７を回転させるときに外周部７ａが押されても、
薄肉部１ｅに押圧力が作用しないようにすることができる。
【００６５】
　（第２の実施形態）
　次に、図６及び図７を参照して、本発明の第２の実施形態である電子機器の一例として
のデジタルカメラを説明する。なお、上記第１の実施形態に対して重複又は相当する部分
については、各図に同一符号を付してその説明を省略する。
【００６６】
　本実施形態では、軸受部１ｃの外周面にはクリック板バネ８の曲げ部８ｆ，８ｇと対向
する領域に欠肉部２１ｅが設けられている。これにより、ダイヤル７の小径化したことで
クリック板バネ８の収納空間が狭くなるのを回避している。この切欠き部２１ｅは、ダイ
ヤル７の外周部７ａがカメラ本体１の上面側に露出する方向とほぼ同じ方向に配置されて
いる。
【００６７】
　また、軸受部１ｃのクリック板バネの凸部８ａに対向する部分には、該凸部８ａに向け
て突出する補強凸部２１ｆが設けられており、この補強凸部２１ｆの周方向両側に、それ
ぞれ前述した切欠き部２１ｅが配置されている。
【００６８】
　この補強凸部２１ｆは、凸部８ａに干渉しない範囲で切欠き部２１ｅ以外の領域におけ
る軸受部１ｃの直径よりも径方向外側に突出して、切欠き部２１ｅによる軸受部１ｃの強
度不足を補うようになっている。
【００６９】
　次に、ダイヤル７を回転操作した際のクリック機構の動作例について説明する。
【００７０】
　使用者は、カメラ本体１のグリップ部４を右手で保持し、人差し指でカメラ本体１の上
面側に露出したダイヤル７の外周部７ａを押圧しつつ外周部７ａの接線方向に回してダイ
ヤル７を図６の矢印方向に回転させる。
【００７１】
　ダイヤル７を図６の矢印方向に回転させると、図７に示すように、ダイヤル７のクリッ
ク板バネ８の凸部８ａに当接する部分が凹部７ｆから凸部７ｇに遷移する間に凸部８ａが
さらに下方向（カメラ本体１の下側）に押される。従って、クリック板バネ８の湾曲部８
ｄ，８ｅはさらに湾曲して凸部８ａに対してより強い押し戻し力が生じ、これによりダイ
ヤル７の回転を戻そうとする抵抗力が生じる。
【００７２】
　このとき、クリック板バネ８の凸部８ａが下方向（カメラ本体１の下側）に押されて凸
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部８と湾曲部８ｄ，８ｅとの間の曲げ部８ｆ，８ｇが軸受部１ｃに接近する。しかし、本
実施形態では、ダイヤル７を小径化しても、前述したように、軸受部１ｃに切欠き部２１
ｅを設けてクリック板バネ８の収納空間が狭くならないようにしている。
【００７３】
　このため、クリック板バネ８の曲げ部８ｆ，８ｇが軸受部１ｃに干渉するのを回避する
ことができ、この結果、クリック板バネ８は必要な大きさを確保したままダイヤル取付部
１ｂに収納することができる。
【００７４】
　続いて、さらにダイヤル７を回転させると、ダイヤル７の凸部８ａに当接する部分が凸
部７ｇから凹部７ｈに遷移する間は凸部８ａの押し戻す力によってダイヤル７の回転を促
進する力が生じる。この促進力と前述した抵抗力とが切り替わる作用によって、ダイヤル
７の回転時にクリック力を得ることができる。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態では、軸受部１ｃの外周面にはクリック板バネ８の曲
げ部８ｆ，８ｇと対向する領域に切欠き部２１ｅを設けている。このため、ダイヤル７を
上記第１の実施形態に比べて更に小径化しても、クリック板バネ８は必要な大きさを確保
したままダイヤル取付部１ｂに収納することができる。
【００７６】
　これにより、ダイヤル７をより小径化しても十分且つ安定したクリックトルクを得るこ
とができ、ダイヤル７の不用意な回転を回避することができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、軸受部１ｃの凸部８ａに対向する部分に補強凸部２１ｆを設け
て、切欠き部２１ｅによる軸受部１ｃの強度不足を補強しているので、ダイヤル７が強い
力で押されても、軸受部１ｃに対して十分な強度及び耐久性を確保することができる。
【００７８】
　更に、本実施形態では、補強凸部２１ｆを、凸部８ａに干渉しない範囲で切欠き部２１
ｅを設けない状態での軸受部１ｃの直径よりも径方向外側に突出させている。このため、
凸部８ａに干渉しない範囲を最大限利用して補強凸部２１ｆが設けられることになるため
、切欠き部２１ｅによる軸受部１ｃの強度不足を確実に補強することができる。
【００７９】
　更に、本実施形態では、軸受部１ｃの切欠き部２１ｅは、ダイヤル７の外周部７ａがカ
メラ本体１の上面側に露出する方向、すなわち軸受部１ｃがダイヤル軸７ｃに押されない
方向に配置されている。このため、ダイヤル７を回転させるときに外周部７ａが押されて
も、切欠き部２１ｅに押圧力が作用しないようにすることができる。
【００８０】
　なお、本発明は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００８１】
　例えば、上記各実施形態では、電子機器として、非撮影時にカメラ本体内に撮影レンズ
を収納するタイプのデジタルカメラを例示したが、これに限定されず、一眼レフタイプの
カメラやその他の電子機器に本発明を適用してもよい。
【００８２】
　また、上記各実施形態では、ダイヤル７をカメラ本体１の背面側に配置した場合を例示
したが、これに限定されず、ダイヤル７をカメラ本体１の上面やその他の面に配置しても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態である電子機器の一例としてのデジタルカメラを説明す
るための図であり、（ａ）はデジタルカメラを前面側から見た外観斜視図、（ｂ）はデジ
タルカメラを背面側から見た外観斜視図である。
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【図２】ダイヤルのクリック機構を説明するための分解斜視図である。
【図３】図２の背面側から見た分解斜視図である。
【図４】ダイヤルのクリック機構の詳細断面図である。
【図５】図４の状態からダイヤルを回転させた場合におけるクリック機構の詳細断面図で
ある。
【図６】本発明の第２の実施形態である電子機器の一例としてのデジタルカメラにおける
ダイヤルのクリック機構の詳細断面図である。
【図７】図６の状態からダイヤルを回転させた場合におけるクリック機構の詳細断面図で
ある。
【図８】従来のデジタルカメラを説明するための外観斜視図である。
【図９】従来のダイヤルのクリック機構を説明するための分解斜視図である。
【図１０】クリック板バネの平面図である。
【図１１】クリック板バネの取付状態を示す平面図である。
【図１２】従来のダイヤルのクリック機構の詳細断面図である。
【図１３】図１２の状態からダイヤルを回転させた場合におけるクリック機構の詳細断面
図である。
【図１４】従来の他のダイヤルのクリック機構を説明するための分解斜視図である。
【符号の説明】
【００８４】
１　　　カメラ本体
１ａ　　指標
１ｂ　　ダイヤル取付部
１ｃ　　軸受部
１ｄ　　板バネ取付部
１ｅ　　薄肉部
１ｆ　　補強凸部
１ｇ　　当接部
１ｈ，１・　リブ
２　　　撮影レンズ
３　　　表示部
４　　　グリップ部
５　　　ズームレバー
６　　　レリーズボタン
７　　　モード切替ダイヤル
７ｂ　　アイコン
７ｃ　　ダイヤル軸
７ｄ　　クリック部
７ｅ　　ビス穴
７ｆ　　凹部
７ｇ　　凸部
７ｈ　　凹部
８　　　クリック板バネ
８ａ　　凸部
８ｂ，８ｃ　先端部
８ｄ，８ｅ　湾曲部
８ｆ，８ｇ　曲げ部
９　　　ダイヤルビス
１０　　接点ブラシ
１１　　ダイヤル基板
１１ａ　導電パターン
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２１ｅ　切欠き部
２１ｆ　補強凸部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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